
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◆東京都がポイント付与の実証実験 

東京都が、三菱総合研究所と組んで、時差通勤した

人に独自のポイントを付与する実証実験を行います。

ポイントの名称は「東京ユアコイン」。ピーク時間を避

けて出社するとスマートフォンの専用アプリでポイ

ントを付与し、地区内の店舗の支払いなどに使えると

いうもので、通勤時の混雑緩和とキャッシュレス化の

両面を後押ししようというものです。実証実験は約１

か月で、ポイントは総額で最大 2,500 万円分。付与ポ

イント数を日により変えるなどして効果を探る。民間

事業者のポイントにも交換できるようにします。 
また、東急エージェンシーとも連携し、自由が丘な

ど 23 区内の東急沿線 53 駅周辺で時差通勤者らに同

じポイントを与える実験も行います。 
 
◆都内の一部私鉄などではすでにポイント付与を本

格導入 
混雑緩和のため、時差通勤にポイントを付与する例

は、すでに都内の私鉄や地下鉄などでも取り入れられ

ています。京急電鉄は７月から、平日朝のラッシュ時

間帯（午前７時半～９時）に上り各駅停車を使って品

川駅に向かった客に「京急プレミアポイント」を提供

するサービスを始めています。通勤通学で１年間各停

に乗り続ければ 4,000 円分以上がたまるといい、系列

店での買い物に使ったり、航空会社のマイルに交換し

たりできます。 
 対象の電車では、平和島―品川間を走行中、車内放

送に合わせて人間がほとんど聞き取れない「非可聴音」

を流していて、専用のスマートフォンアプリにこの音

を感知させることで乗車が証明され、ポイントが提供

される仕組みということです。 
 東急電鉄は 2009 年から、オフピーク通勤を呼びか

ける「早起き応援キャンペーン」を続けています。こ

の夏は午前７時までに沿線の駐輪場を利用したり、午

前７時半までに渋谷駅に着いたりすれば、飲食やスポ

ーツ施設で使えるポイントが付与され、田園都市線で

は３％を超える混雑緩和効果が出たそうです。 
 
◆働き方改革やワーク・ライフ・バランスに効果も 
 国交省によると、東京圏の主要区間の混雑率は、こ

こ 10 年ほど 165％前後で横ばいが続いているそうで

す。首都圏で時差通勤にポイント還元するサービスが

一気に広がりつつあるのには、来夏に迫る東京五輪・

パラリンピックに向けた混雑緩和策の側面もありま

す。ただ、時差通勤には都市部の通勤の混雑緩和だけ

でなく、働き方改革やワーク・ライフ・バランスへの

配慮といった効果もあります。 
業種や職種によって、一概に取り入れるのは難しい

かもしれませんが、この機会に導入を検討してみては

いかがでしょうか。 
 

 

 
 
内閣府は、全国の市区町村に居住する満 18 歳以上

の日本国籍を有する者に対して様々な世論調査を行

っています。今回は、男女共同参画社会に関する意識

について、令和元年９月に出た調査結果の一部をまと

めます。 

オフピーク通勤を導入しませんか？ 
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注）本記事では、以下のように略します。 

・男性優遇＝「男性のほうが非常に優遇されている」

＋「どちらかというと男性のほうが優遇されている」 

・女性優遇＝「女性のほうが非常に優遇されている」

+「どちらかというと女性のほうが優遇されている」 

 

◆各場面での男女の地位の平等感 

次の各場面で、男女の地位は平等になっているかと

いう質問に対して、「平等」と答えた人の割合が多い順

に並べると、「学校教育の場」61.2％、「自治会やＰＴ

Ａなどの地域活動の場」46.5％、「家庭生活」45.5％、

「法律や制度上」39.7％、「職場」30.7％、「社会通念・

習慣・しきたりなど」で 22.6％、「政治の場」で 14.4％

となっています。 

特に、「職場」について具体的な内訳をみてみると、

「男性優遇」との回答割合は53.5％、「平等」は30.7％、

「女性優遇」は 5.0％、また「わからない」と回答し

た人が 10.9％います。年齢別でみると、「男性優遇」

との回答割合は 30歳代が多く、「平等」との回答は 18

～29 歳・50 歳代でそれぞれ高くなっています。 

 

◆女性が職業を持つことに対する意識 

女性が職業を持つことについてどう考えるかとい

う質問には、「結婚するまでは職業を持つほうがよい」

との回答割合は 4.8％、「子供ができるまでは、職業を

もつほうがよい」が 6.5％、「子供ができても、ずっと

職業をもつほうがよい」が 61％、「子供ができたら職

業をやめ、大きくなったら再び職業を持つほうがよい」

は 20.3％となっています。 

「子供ができても、ずっと職業をもつほうがよい」

との回答割合は、女性が多く、特に 50～59 歳代は

71.4％と最も高い割合を示しています。 

 

◆社会全体における男女の地位の平等感 

社会全体でみた場合、「男性優遇」との回答割合は

74.1％、「平等」は 21.2％、「女性優遇」にいたっては

わずか 3.1％という結果がでています。 

女性は「男性優遇」、男性は「平等」と回答する割合

が高くなっています。 

男女平等社会が叫ばれて久しいですが、法制度や組

織など、整備されつつあるように思えても、実際には

まだ「男性優遇」と感じている国民が圧倒的に多いと

いうことが、この調査結果で浮き彫りになっています。 

ダイバーシティを意識した社会作りが進められて

いますが、全国民の意識が変わるのにはまだ時間がか

かりそうです。 

【総務省「男女共同参画社会に関する世論調査の概

要」】 

https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-

danjo/1.html 

 
 
10 日 
○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の納付［郵

便局または銀行］ 
※ただし、６ヶ月ごとの納付の特例を受けている

場合には、令和元年 7 月から 12 月までの 
 徴収分を 1 月 20 日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 
 
31 日 
○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計

表＞の提出［税務署］ 
○ 給与支払報告書の提出＜１月１日現在のもの＞

［市区町村］ 
○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区町村］ 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４期分

＞［郵便局または銀行］ 
○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、10 月～

12 月分＞［労働基準監督署］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 
○ 労働保険料納付＜延納第 3 期分＞ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 
○ 固定資産税に係る住宅用地の申告［市区町村］ 
 
本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 
○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提出［給

与の支払者（所轄税務署）］ 
○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の支払者］ 
 

～当事務所よりひと言～ 

 
新年明けましておめでとうございます。 

  昨年は、大変お世話になり誠にありがとう 
  ございました。 

本年もどうぞ宜しくお願い致します。 
 
髙尾社会保険労務士事務所 

   特定社会保険労務士 髙尾 勝基 
     社会保険労務士 古谷 因 

内潟 靖恵 

1 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


